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尿
病
の
判
定
が
出
ま
す
。
糖
尿
病
と
診

断
さ
れ
た
方
は
、
医
師
の
下
で
治
療
と

な
り
ま
す
。

　

精
密
検
査
の
必
要
は
な
い
が
所
見
が

あ
る
と
い
う
境
界
型
と
な
っ
た
方
は
、

糖
尿
病
の
入
り
口
に
立
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
の
で
、
生
活
習
慣
を
う
ま

く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

　

そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
、
保
健
セ
ン

タ
ー
で
は
、
ス
タ
ッ
フ
と
受
講
者
と
が

マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
生
活
改
善
を
進
め
て

い
く
と
い
う
個
別
健
康
教
育
や
検
診
後

の
家
庭
訪
問
な
ど
で
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
健
康
の
保
持
増
進
の
お
手
伝
い
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、
本
年
度
「
糖
尿
病
の
予
防
」

を
重
点
領
域
と
し
て
保
健
活
動
を
展
開

し
て
い
ま
す
。
今
年
の
健
康
づ
く
り
大

会
は
、
や
は
り
糖
尿
病
予
防
を
テ
ー
マ

に
講
演
会
を
開
催
し
、
町
民
の
皆
さ
ん

に
糖
尿
病
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�

�
�
�
２
月　

日
（
日
）　

時
〜　

時

18

13

15

�
�
�
保
健
セ
ン
タ
ー

※　

時
か
ら　

時
ま
で
、
歯
科
健
診
結

11

12

　

果
（
虫
歯
の
な
い
５
歳
児
、
６
５
２

　

５
運
動
、
イ
ー
歯
７
０
２
０
、
イ
ー

　

歯
ト
ー
ブ
８
０
２
０
）
で
優
良
な
結
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ま
た
国
保
の
医
療
費
を
見
て
み
る

と
、
糖
尿
病
に
関
す
る
項
目
の
医
療
費

が
増
え
て
お
り
、
全
医
療
費
に
占
め
る

割
合
が　

年
度
の
４
・
１
％
か
ら　

年

14

17

度
は
７
・
４
％
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

糖
尿
病
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
因
子

と
し
て
、
肥
満
・
運
動
不
足
・
飲
酒
習

慣
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
に
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、
是

非
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
い
っ
た
ん

糖
尿
病
に
な
る
と
多
く
は
元
に
戻
れ
な

く
な
り
、
薬
や
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
注
射
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
い
ま
は
糖
尿
病
が

重
症
化
し
な
い
う
ち
に
予
防
す
る
こ
と

が
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
検
診
の
結
果
、
治
療
す
る
必
要

が
な
い
境
界
型
の
方
も
、
放
置
す
る
と

さ
ま
ざ
ま
な
深
刻
な
病
気
を
引
き
起
こ

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
し
、
検
診
を
受
け
て
所
見
が
あ
っ

た
場
合
は
、
要
精
密
検
査
の
指
示
が
あ

れ
ば
、
専
門
の
医
院
ま
た
は
病
院
で
精

密
検
査
を
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。
方

法
は
ブ
ド
ウ
糖
の
入
っ
た
液
体
を
飲
ん

で
１
、
２
時
間
後
に
採
血
し
、
血
糖
値

の
変
化
を
見
て
、
正
常
・
境
界
域
・
糖

　

悪
い
生
活
習
慣
が
原
因
と
な
る
病
気

は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
が
、
糖
尿
病
は

生
活
習
慣
病
の
代
表
格
で
す
。
自
分
が

糖
尿
病
か
そ
う
で
な
い
か
は
、
ど
う

や
っ
て
判
断
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
れ
は
、
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
基
本

検
診
や
人
間
ド
ッ
グ
で
の
血
液
検
査
や

尿
検
査
で
分
か
り
ま
す
。
血
液
検
査
で

は
、
血
糖
値
と
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
Ａ
１
ｃ

の
値
を
見
て
診
断
し
ま
す
。
尿
検
査
は

尿
糖
で
血
糖
の
状
態
を
間
接
的
に
知
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
尿
検
査
だ
け
で

糖
尿
病
の
診
断
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
あ
く
ま
で
も
判
断
の
目
安
で
す
。
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　平成18年４月から始まった自立支援医療（精神通院医療・
更生医療）制度では、受給者証の有効期間が１年間となり、
有効期限の終了日が平成19年３月31日となる方が多いため、
３月に手続きが集中することが予想されます。　
　更新手続きは、有効期間の終了する日の３カ月前から可能
です。主治医の先生とご相談の上、保健センター窓口で早め
に手続きをしていただくようお願いします。
�������保健センター　�46-5571

　

果
を
収
め
た
皆
さ
ん
の
表
彰
式
を
行

　

い
ま
す
。
受
賞
者
は
ご
出
席
く
だ
さ

　

い
。
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時
〜　

時　

分

13

13

30

�
�
�
玄
米
ニ
ギ
ニ
ギ
体
操

　
　
　

ア
ッ
プ
ル
レ
デ
ィ
ー
ス
ほ
か

�
�
�
�

�
�
�
　

時　

分
〜　

時

13

30

15

�
�
�
「
糖
尿
病
は
こ
う
し
て
予
防
」

�
�
�
及
川
内
科
胃
腸
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　

及
川
登
院
長

　

平
成　

年
度
に
平
泉
町
で

14

は
、「
健
康
ひ
ら
い
ず
み　

」
21

と
い
う
健
康
づ
く
り
計
画
を

立
て
て
目
標
に
向
か
っ
て
事

業
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
本

年
度
は
中
間
の
年
な
の
で
、

そ
の
状
況
を
調
査
し
た
結

果
、
次
の
よ
う
な
事
が
分
か

り
ま
し
た
。
血
糖
値
や
ヘ
モ

グ
ロ
ビ
ン
Ａ
１
ｃ
の
値
に
異

常
の
あ
る
方
は
、　

年
度　

・

14

25

３
％
だ
っ
た
の
に
対
し
て　
17

年
度
は　

・
８
％
と
増
加
し

35

ま
し
た
。
年
々
少
し
ず
つ
増

え
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
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　市町村にある水辺の魅力を最大限に引き出す整備に
より、そこを訪れたくなるような、地域交流の拠点と
なる「にぎわいのある水辺」を創出するため、国と自
治体が連携して河川整備を実施するものです。
　平成18年３月現在で、全国122カ所、東北27カ所、岩
手県内10カ所の水辺プラザが登録されています。
��������	
���

　平泉町は、中尊寺や毛越寺などの奥州藤原文化が数
多く残っており、藤原氏の政庁跡とされている柳之御
所遺跡も発掘され、水辺プラザ周辺では、一関遊水地
や平泉バイパス事業等が進められているほか、道の駅
の建設も検討されています。
　以上のことから、周辺一帯を歴史・文化や自然を素
材とした交流拠点とするとともに、北上川のほかの水
辺プラザとのネットワークづくりを進め、人の集まる
水辺の環境整備を目指すものです。

�����１年（更新可能）
�����①使用料は無料としますが、利用者全員で
　　　　　　利用者会を組織し、高館橋下流側水辺プ
　　　　　　ラザの環境管理（除草、水害後のごみ撤
　　　　　　去など）を実施のこと。
　　　　　②町内の個人、団体であること。
　　　　　③農園における作物の栽培は、自家消費の
　　　　　　ものに限定すること。
�����町民農園利用許可申請書を役場北上川治水
　　　　　対策室（建設水道課内）に提出願います。
�����２月28日（水）
　　　　　※申し込み多数の場合は抽選になります。
������浸水の可能性がある場所でもあるため、畑
　　　　　地への給水や農機具格納などの施設は設け
　　　　　ないものとします。（畑作業駐車場有り）
�������北上川治水対策室　�46-5569

��������	
��

　町民の皆さんが、自家用の野菜などを栽培
することにより、自然に触れ親しみ、農業に
対する理解を深め、農村景観の創出を目的に、
平泉町が国土交通省から河川敷の利用許可を
得て、平成19年度から農園（畑）の貸し付け
を行います。
　町民農園の利用条件などは次の通りです。
�����平泉地区水辺プラザ内
������65区画程度
�����約200～300平方㍍（１区画）

��������	
���������	

みなさんのくらしをサポートする

�費�活����
��������	�����������
��������	
�������������������
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　契約弱者と呼ばれる高齢者が大半であり、年金収入のみの一人
暮らし老人が狙われる傾向にあります。
���������	
�����

　減少傾向にあるものの、最近は公的機関や類似名称を使用し、
代金引換を強要したケースなど、手口が巧妙・悪質化しています。
���������	
��

　相談件数は横ばい傾向にあるが、年代別に見ると30歳代が最も
多く、主に生活費に関するトラブルによるものとなっています。
��������	
������������������
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�������農林商工観光課　�46-5572
　　　　　　　一関総合支局消費生活相談センター　�26-1411
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�冷たいものより温かいものを食べる（飲む）。
�寒い地域で採れる食べ物には、体を温める作用
　がある。
�寒い時期が旬の食べ物には、体を温める働きが
　ある。
�しょうが、唐辛子、ネギといった香味野菜には、
　血行を促進する働きがある。
�みそ、酒かすなどの調味料も料理を冷めにくく
　して体を温める作用がある。
�赤い色にも血の巡りを良くして温かくする働き
　がある。食材だけでなく、ろうそくの炎や赤い
　テーブルクロスなどを食卓周りに使うと良い。
�なべや食器の素材は、金属製のものより土のも
　の（土なべ）のほうが冷めにくい。
�果物を冷蔵庫に入れる、水に氷を入れるなど、
　習慣で冷やしているものをなくす。
�������町民福祉課　�46-5562
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多目的広場多目的広場
親水広場親水広場

平泉バ
イパス

平泉バ
イパス

北上川北上川

高
館
橋

高
館
橋太

田
川

太
田
川��
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